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＜ポイント＞ 

○ 平成 19 年度の運転事故は、重大事故（死傷者 10 人以上又は脱線車両 10

両以上）の発生はなく、また、乗客の死亡事故も０件であった。 

○ ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故を契機として義務付けした曲線部への

速度制限機能付きＡＴＳ等の整備率が平成 19 年度末時点で 86％に達する

など、安全対策の進捗を見た。 

○ 運転事故件数の約９割を人身障害事故と踏切障害事故が占めており、これ

らの運転事故の縮減には、鉄軌道事業者の安全対策の徹底に加えて、安全

利用に関する利用者等の理解も欠かせない。 

 

 

はじめに 

本報告は、平成 18 年 10 月 1 日に施行された「運輸の安全性の向上のための

鉄道事業法等の一部を改正する法律」において、国及び鉄軌道事業者に対して

輸送の安全にかかわる情報の公表等が義務付けられたことを受け、平成 19 年度

の鉄軌道輸送の安全に関わる情報を国として公表するものです。 

本報告の公表により、鉄軌道事業者自らの安全の確保に対する意識が高まる

とともに、鉄道の安全利用に関する利用者や沿線住民等の理解が促進されるこ

とを期待しています。 
 

１ 鉄軌道輸送の安全にかかわる国の取組み 

国では「第８次交通安全基本計画（平成 18～22 年度）」において、乗客の死

者数ゼロ及び踏切事故件数の１割削減（平成 17 年度との比較）を目指す数値目

標を掲げ、安全対策を推進しています。平成 19 年度の輸送の安全に関わる主な

取組みは、以下のとおりです。 

○踏切事故対策 

「踏切道改良促進法」等に基づき、立体交差化や保安設備の整備等を推進して

います。平成 19 年度には、81 の踏切道が立体交差化により除却されたほか、54

の踏切道に踏切遮断機や踏切警報機が設置されました。 

○ホームの安全対策 

ホームからの転落事故等に対する安全対策として、列車の速度が高く、運転

本数の多いホームについて、非常停止押しボタン又は転落検知マットの設置な

どを指導しています。平成 19 年度には新たに 73 駅において非常停止押しボタ



ン等の整備が完了し、対象 2,074 駅のうち 1,786 駅（86％）に整備されていま

す。 

○重大な事故を契機とした安全対策 

重大事故の再発防止対策としては、ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故等を契

機として、平成 18 年度に「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」等の一部

改正を行い、曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等の設置の義務付けを行っ

ており、平成 19 年度末時点で曲線部への速度制限機能付きＡＴＳの整備率が

86％に達しています。また、平成 19 年 6 月 28 日には、航空･鉄道事故調査委員

会からＪＲ西日本福知山線列車脱線事故に係る事故調査報告書の提出があり、

国土交通省に対して建議等が行なわれました。これを受け、鉄軌道事業者に対

し、インシデント等の把握及び活用方法の改善などについて指導しました。 

 さらに、ＪＲ東日本羽越線列車脱線事故を受け、「鉄道強風対策協議会」を設

置し、強風対策についてソフト･ハードの両面から検討を進め、風速計の設置や、

風観測の手引きの作成など、風の観測態勢の強化を進めています。 

 

２ 運転事故に関する事項 

○重大事故 

平成 19 年度の運転事故については、重大事故（死傷 10 人以上又は脱線車両

10 両以上）の発生はなく、また、乗客の死亡事故も平成 18 年度と同様に０件で

した。 

○運転事故件数 

運転事故件数は、長期的には減少傾向にありますが、近年、ほぼ横ばいで推

移しています。平成 19 年度の運転事故件数は 892 件で対前年度 43 件増（5.1%

増）となっています。（【図１】参照） 

運転事故件数の内訳は、線路内立入やホーム上での接触などの人身障害が 424

件（47.5％）で対前年度 41 件増、踏切道における列車と車の衝突などの踏切障

害が 350 件（39.2％）で対前年度 19 件減、路面電車と車の道路上での接触など

の道路障害が 98 件（11.0％）で対前年度 26 件増などとなっています。（【図２】

参照） 

○死傷者数 

死傷者数は 726 人で対前年度 64 人減（8.1％減）、うち死亡者は 332 人で対前

年度 15 人増（4.7％増）でした。死傷者数の内訳は、人身障害によるものが 429

人（59.1％）で対前年度 43 人増、踏切障害によるものが 245 人（33.7％）で対

前年度４人増、道路障害によるものが 46 人（6.3％）で対前年度 20 人増、列車

脱線によるものが４人（0.6％）で対前年度 98 人減などとなっています。（【図

３】参照） 

 



運転事故件数の約９割を人身障害と踏切障害が占めており、その多くは利用

者や踏切通行者、沿線住民等に起因するものです。運転事故を防止し、死傷者

数を減少させるためには、ホームの非常停止押しボタンの設置や踏切保安設備

の整備などの鉄軌道事業者の安全対策の徹底に加えて、線路内への立入や踏切

道の無理な横断をしないなど利用者や踏切通行者等の理解も欠かせません。 

 

３ インシデント（事故が発生するおそれがあると認められる事態）に関する事項 

インシデントに係る情報を広く共有することは事故の未然防止に有効である

ことから、平成 18 年 9 月に大雨等による運転速度規制時に通常の運転速度で走

行した事象を新たに報告対象のインシデントと整理し、また、ＪＲ西日本福知

山線列車脱線事故に係る航空・鉄道事故調査委員会の建議を受け、平成 19 年 9

月に鉄軌道事業者に対し、各種記録装置等の活用や乗務員等からの報告制度の

充実など、インシデント等の把握及び活用方法の改善について指導しました。 

平成 19 年度は、施設障害、車両障害など 83 件（対前年度 28 件増（50.9％増））

のインシデントが報告されました。（【図４】参照） 

 

４ 輸送障害（列車の運休、又は旅客列車の３０分以上の遅延が発生したもの）に関す

る事項 

輸送障害については、平成 19 年度は 4,359 件（対前年 62 件減（1.4％減））

が報告されました。その内訳は、鉄道係員の取扱い誤りや車両・施設の故障等

による部内原因が 33.1％、旅客のホームからの転落や公衆の線路内立入り等に

よる部外原因が 35.9％、地震や風水害等による災害原因が 31.0％でした。増減

の内訳については、部内原因は 163 件減少しましたが、自殺の増加などにより

部外原因は 87 件増加しました。また、災害原因は 14 件増でした。（【図５】参

照） 

 

５ 輸送の安全にかかわる行政指導等に関する事項 

平成 19 年度も輸送の安全にかかわる行政指導等を行っています。 

事故等の報告に基づく行政指導については、17 の鉄軌道事業者に対して 23 件

の文書による指導を行いました。 

保安監査については、計 67 回、54 事業者に対して計画的な保安監査を行いま

した。また、輸送の安全を確保するための取組みが適正かどうか等について確

認する保安監査を５事業者に対して実施し、うち４事業者に対し行政指導を行

うとともに、１事業者（島原鉄道）に対し事業改善命令を発出し、改善を求め

ました。 

さらに、事故等の発生を受けて、関係する全国の鉄軌道事業者に対して安全

確保のための行政指導として 11 件の通達を出しました。 



６ 輸送の安全にかかわる設備投資等に関する事項 

鉄軌道事業者が平成 19 年度に行った安全関連設備投資は、事業者全体で約８

千億円（前年度は約７千億円）にのぼり、鉄道事業営業収入（約７兆円）に対

する比率は 11％強となっています。また、施設・車両などの維持補修のための

修繕費については、約８千億円（前年度と同程度）でした。 

 

７ 輸送の安全にかかわる施設等に関する事項 

踏切保安設備の整備状況等については、踏切道の統廃合及び遮断機と警報機

が設置されている第１種踏切道への転換が進められた結果、踏切事故の件数が

減少してきており、平成 19 年度末の踏切道数は 34,547 箇所、平成 19 年度の踏

切事故件数は 352 件でした。なお、踏切道の 30,027 箇所（87％）が第１種踏切

道となっています。（【図６】参照） 

平成18年度の技術基準の改正により新たに設置が義務付けられた曲線部等へ

の速度制限機能付きＡＴＳ等の整備率は以下のようになっています。 

 

整備率  

平成 19 年 3月末 平成 20 年 3月末 

曲線部 ８４％ ８６％ 

分岐部 ３３％ ３７％ 速度制限機能付きＡＴＳ 

終端部 ８２％ ８３％ 

運転士異常時列車停止装置 ６０％ ６４％ 

運転状況記録装置 ３５％ ４３％ 

発報信号設備の自動給電設備 ５０％ ５７％ 

※ 急曲線における速度制限機能付きＡＴＳの緊急整備については、対象の 264 箇所全てが平

成 19 年 3 月末において整備が完了しています。 

※ 運転速度が時速 100km を超える線区の施設もしくはその線区を走行する車両、又は、１時

間の運行本数が往復10本以上の線区の施設もしくはその線区を走行する車両については、

曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置

を 10 年以内に整備するよう義務づけています。 



【図１】運転事故件数の推移 
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【図２】運転事故件数の内訳 
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【図３】死傷者数の推移 
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【図４】インシデント報告件数の推移 
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【図５】輸送障害件数の推移 
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【図６】踏切道数の推移 
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